
財団法人国際教育振興会 日米会話学院 

受 講 約 款 

第 1 条（契約の成立） 

1.受講申込者（以下「申込者」という）は、プログラム／学科（以下「講座」と

いう）案内書、入学／受講申込書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、

財団法人国際教育振興会（以下「本会」という）に対して受講の申込みを

行い、本会はこれを承諾します。 

2.前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由に該当するときは、

各要件を充たすことを条件として契約が成立するものとします。（1）申込者

が未成年であるときは、親権者の同意があること。（2）納入金の支払いに

クレジットを利用する場合は、クレジット契約が成立すること。（3）受講条件

のある講座にあっては、当該条件を充たしていること。（4）本会の定める講

座のうち面接、筆記試験など（以下「入学試験」という）を実施するものに

ついては、入学試験に合格すること。（5）その他講座案内書などに定めら

れた条件を充たすこと。  

第 2 条（拒否事由） 

本会は、次に定める事由のいずれかが認められるときは、申込みをお断り

することがあります。（1）前条各号に掲げる要件を充たさず、或いは充たさ

ないことが判明したとき。（2）申込者が希望する講座の定員に受入可能な

余裕がない場合など、客観的に役務の提供が不可能なとき。（3）申込者

の希望する講座の定員が講座案内書記載の締切日までに別に本会の定

める最少定員数に満たなかったとき。（4）本会所定の期日までに入学金、

授業料、その他講座案内書に記載された金額を支払わなかったとき。（5）

その他、本会が不適当と認めたとき。  

第３条（役務の提供及び対価の支払） 

1.本会は申込者に対し、本会の定める講座の中から、申込者が選択した

講座案内書記載の内容の役務を提供します。 

2.申込者は、入学金、授業料、その他講座案内書に記載された金額を案

内書の定める方法により、本会の指定する期日までに支払うこととしま

す。  

第４条（学習指導の形態） 

本会の指導形態は、所定の教室で所定の指導時間内に、一人の講師が

原則として複数の受講生に対して授業形式で指導を行います。（講座に

よってはプライベートレッスンの授業形態もあります） 

第５条（学習指導の開始日） 

本契約において、学習指導の開始日とは、入学／受講申込書に記載す

る日とし、学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないも

のとします。なお、入学／受講申込書に学習指導日の記載がないときは、

講座案内書或いは別途本会が指定する日をもって開始日とします。  

第６条（学習指導の実施場所） 

本会は、学習指導の実施場所を指定する講座にあっては、入学／受講

申込書記載の場所において学習指導を行います。但し、やむを得ない事

情がある場合には、他の場所に移動することがあります。  

第７条（学習指導期間と契約期間） 

学習指導の期間は、学習指導の開始日から講座の終了の日までの間、

又は講座案内書に記載する期間とします。なお、契約期間は、講座の終

了の日、或いは本会の施設の利用を停止するまでの間いずれか遅い日と

します。  

第８条（申込者による任意解除） 

1.申込者は、開講日の前日までであれば、契約を解除することができます。

この場合、本会は申込者に納入金の全額を返還するものとします。また、

申込者は購入先に対し未使用の教材等に限り買取を請求することがで

きるものとします。但し、汚損された教科書の代金は返還できません。 

 2.申込者から開講日以後に契約解除の申出があった場合、契約は申出

日をもって終了します。この場合、本会は学院所定の書類による申出にて、

申出日翌日以降の入学金を除く未受講分学費より、各科目・コース・プロ

グラムにつき、一律４,０００円(ただし、未受講分の学費が２万円を下回る

場合には、未受講分の学費の２０％)の手数料を除いた額を返却します

（学習指導の開始日から解除の申出日までの期間の授業料に未納がある

場合は不足分及び解約手数料をお支払いいただきます）。未受講分の授

業料の計算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの

期間は学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず出席し

たものとみなします。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開

始前後を問わず出席したものとみなします。また、申込者は本会に対し使

用の有無にかかわらず教材等の買取を請求することはできないものとしま

す。 

第９条（任意解除の方法） 

前条による契約の解除は、申込者が契約を解除する旨を本会所定の書

面を本会に提出することにより、効力を生じます。なお、クレジットを利用し

ている場合は、本会の手続のほか、クレジット会社所定の手続に従うもの

とします。解約により発生する手数料はご負担いただきます。 

第１０条（役務の変更） 

申込者は、本会の定める期限以前であれば、本会に対し、申込者が選択

した入学／受講申込書記載の内容の役務を変更するよう求めることがで

きます。但し、希望する講座の定員に受入可能な余裕がないときその他

本会の定める事項に抵触する場合はこの限りではありません。  

第１１条（役務を提供できないときの取り扱い） 

本会は、申込者の契約した役務を本会の責に帰すべき事由により提供で

きないときは、代講又は休講とし、休講の場合はできる限り補講を行いま

す。補講を行った場合は出席の可否にかかわらず授業料の返還はいたし

ません。補講ができない場合は、休講分の授業料を速やかに返還します。

但し、申込者の契約した役務をできないことにつき、本会の責めに帰す事

由がないときは、この限りではありません。  

第１２条（施設等の利用） 

申込者は、第７条に定める期間中、本会の施設・備品など本会の定める

規則に従い利用することができます。但し、本会が利用を禁止した期間に

ついては、当該施設・備品などを利用することはできません。 

第１３条（損害賠償） 

本会の施設又は業務の遂行に起因して、受講生等の第三者の生命、身

体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負

うべき場合に、本会は相応の補償を行います。但し、通学帰宅など本会の

管理下にない間に発生した事故、本会の受講生の能力又は技能が向上

しないことに起因する損害、本会内において生じた盗難及び紛失につい

ては、一切損害賠償の責めは負いません。また、本会の管理下における

受講生の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に

基づき受講生及び、その保証人が解決にあたるものとします。  

第１４条（遵守義務） 

１.申込者は、本会の学則、その他本会の定める規定、講師及び本会の職

員の指示や指導を遵守するものとします。 

2.申込者は、本会の運営に対して妨害となる行為、本会を誹謗中傷する

行為、その他公序良俗に反する行為を行わないものとします。 

3.申込者は、教材、課題作品など申込者の所持品について、自己の責任

において保持管理しなければならないものとします。  

第１５条（本会による解除） 

本会は、申込者が前条１項又は２項の定めに違反して、改善を求めたに

もかかわらず改善のない場合は、当該申込者に対して学習指導を停止し、

又は契約を解除することができます。この場合、当該停止期間中の授業

料、契約解除に伴う授業料は、返還しないものとします。  

第１６条（不可抗力による免責事項） 

本会は、戦争、暴動、自然災害、交通機関の遅延又は不通、講師の死

亡・事故など不可抗力により役務の提供、遅滞、変更、中断、もしくは廃止、

その他講座に関連して発生した申込者の損害について、一切の責任を

負わないものとします。  

第１７条（紛争の解決） 

1.本約款に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関し

て争いが生じた場合には、両者協議のうえ、解決するものとします。 

2.本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものと

します。  

第１８条（約款の変更） 

本約款は、事情により告知なしに変更されることがあります。  

（平成 2１年４月期より適用） 


